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介護保険に係る各提出書類の押印廃止等について 

 

 平素は、当市介護保険事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、介護保険に係る各提出書類において、令和３年 10月１日より被保険者等からの押印を原則不

要とし、市公式ホームページにて改訂後の様式を掲載しましたので、ご案内申し上げます。 

なお、下記Ⅰ-１については、様式の改正を行っていますので、今後、被保険者等の同意を得る際に

は新様式をご使用いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

Ⅰ．当市への提出書類のうち被保険者等からの押印を廃止したもの（提出が多いものを抜粋） 

１．要介護認定等の資料提供に係る申出書（本人同意書） 

２．居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 

３．介護保険 要介護認定・要支援認定申請 取下書 

４．介護給付費（事業費）過誤申立書 

５．福祉用具購入時の添付書類の理由書 

６．介護保険郵送先変更届(   年 月 日認定申請分の結果通知及び被保険者証に限る。) 

７．介護保険郵送先変更届(  年 月 日総合事業申請分の被保険者証及び負担割合証に限る。) 

８．新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱開始申出書 

  ※１から５の様式は市公式ホームぺージに掲載しています。               

※６・７については、被保険者と申請者の本人確認書類の提示が必要となります。 

 

Ⅱ．住宅改修費及び福祉用具購入費の支給申請書類（添付書類）の市宛て請求書について、提出を不

要とします。 
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